
留意点盛土規制法
の適合確認

規制区域指定
盛土規制法適用開始【R7.5.23】

確認：審査しない
検査：検査しない①

確認：審査しない
計画変更：審査しない
検査：検査しない

②

確認：審査しない
計画変更：審査しない
検査：検査しない

③

・盛土規制法の区域指定日である令和７年5月23日以降に造成に着手する工事
は、建築基準法関係規定として盛土規制法への適合確認が必要になる。
・計画変更がある場合は、確認審査の際に「盛土規制法の規定に適合すること
を証する書面」※の提出が必要になる。
・計画変更がない場合、完了検査の際に「盛土規制法の規定に適合することを
証する書面」の提出が必要になる。

確認：審査しない
計画変更：審査する
検査：審査する

④

・盛土規制法の区域指定日時点で審査中のものは、建築基準法関係規定として
盛土規制法への適合確認が必要になる。確認申請において、「盛土規制法の規
定に適合することを証する書面」の提出が必要になる。確認：審査する

検査：審査する⑤

確認：審査する
検査：審査する⑥
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